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淡路地域初認定！！
「もにす認定」事業主の認定通知書交付式を実施します！

このたび、洲本市の有限会社いせや写真館が、淡路地域初となる「もにす認定」（障
害者雇用に関する優良な取組を行う中小事業主への認定制度）事業主に認定されました。
つきましては、認定通知書交付式を下記のとおり実施します。

１ 認定企業

有限会社いせや写真館
代表取締役 西田 晃三

洲本市海岸通2-5-25
（https://iseya-photo.com)

２ 日 時

令和６年７月３１日（水）
１0時００分～

３ 場 所

洲本公共職業安定所
洲本市塩屋2-4-5

報道関係者 各位

「もにす」は、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認
定制度」の愛称です。
厚生労働大臣が障害者雇用の促進や安定に関する取組などの優良な

中小企業を認定する制度です。

企業と障害者が明るい未来や社会の実現に向けて「ともにすすむ」という思い

を込めて「もにす」と名付けられました。

＜ 参考 ＞ 全国の認定企業数 ４１９社 ※令和６年３月末時点

～ 兵庫県内で１６社目 淡路島初認定 ～

ハローワーク洲本

雇 用 指 導 官

認定を受けた事業主の障害者雇用に係る取組状況が、身近なロールモデルとして認知
され、地域における障害者雇用が促進されることが期待されます。


